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各 位 

 

 

 「電子決済等代行業者に求める事項の基準」の公表について  

 

 

フィデアホールディングス株式会社（代表執行役社長 田尾 祐一）およびフィデアグループの

株式会社荘内銀行（取締役頭取 上野 雅史）、株式会社北都銀行（取締役頭取 斉藤 永吉）は、

銀行法等の一部を改正する法律（平成二十九年法律第四十九号）の規定に基づき、「電子決済等

代行業者に求める事項の基準」を制定しましたのでお知らせいたします。 

なお、本基準は、2018 年 3 月に公表した「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」

を踏まえ、策定したものです。 

フィデアグループは、電子決済等代行業者との連携や新技術の積極的な活用により、お客さま

の利便性向上とお取引の安全確保に引き続き取り組んでまいります。 

 

記 

 

1．「電子決済等代行業者に求める事項の基準」の内容 

別紙をご参照ください。 

 

2． 対象 

本基準の対象となるグループ会社は、荘内銀行および北都銀行です。 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

フィデアホールディングス 営業企画グループ 吉野､皆川  (℡ 023-626-9003) 
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（別紙） 

2018 年 9 月 28 日 

フィデアホールディングス 株式会社 

株式会社 荘内銀行 

株式会社 北都銀行 

 

電子決済等代行業者に求める事項の基準 

 

フィデアグループが、当グループのシステムと連携する電子決済等代行業者に求める事項の基準

は、以下の通りです。当グループのシステムと接続する電子決済等代行業者は、以下の基準を満た

すものとします。 

 

1．電子決済等代行業に係る業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制に

関する事項 

① 内閣総理大臣の登録を受けた電子決済等代行業者、もしくは銀行法の一部改正に伴う経過措

置に該当するみなし電子決済等代行業者であって、登録取消事由があると認められないこと。 

② 当グループが必要と判断する内容の契約を締結し、同契約の内容を適切に履行する上での懸

念が認められないこと。 

③ 電子決済等代行業者、その役員、主要株主または従業員等が反社会的勢力に該当しないこと、

または反社会的勢力と関係を有さないこと。 

④ 電子決済等代行業者およびそのグループ会社において、法令等に違反する行為または社会的

信用を害するおそれのある行為が行われておらず、適切な法令遵守体制や内部管理体制が整備

されていると認められること。 

⑤ 電子決済等代行業者およびそのグループ会社が当グループと連携および協働することで、当

グループのお客さまの利便性向上、地域社会の発展、もしくは当グループサービスの付加価値

向上に資すると判断できること。 

⑥ 電子決済等代行業者の経営（組織体制および人的体制含む）及び財務の状況が、電子決済等

代行業に係るサービスを継続的かつ安定的に提供するために十分なものであると判断できる

こと。 

⑦ 不正送金ならびにマネーロンダリングおよびテロ資金供与といった金融犯罪、その他システ

ム障害等に対して、利用者の被害拡大を未然に防止する体制、ならびに利用者への補償対応を

行う体制が適切に整備されていること。 

⑧ 電子決済等代行業者が提供するサービスにおいて、外部委託を行う場合、外部委託管理の態

勢が適切に整備されていること。 

⑨ 利用者への情報提供・説明・注意喚起、ならびに利用者からの相談・照会・苦情・問い合わ

せ等に的確に対応できる体制が整備されていること。 
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2．電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取り扱いおよび安全管

理措置のために行うべき措置に関する事項（公益財団法人金融情報システムセンター（FISC）の

「API接続チェックリスト」に適合することを基本条件とします。） 

（1）情報セキュリティ管理態勢 

① セキュリティ管理責任の所在と対象範囲を明確にし、適切な情報およびセキュリティの管理

ルールを整備していること。 

② 上記の管理ルールを執行するに十分な情報・セキュリティ管理体制を整備し、役職員に対す

る定着が図られていること。 

③ 不正アクセスやサイバー攻撃、情報漏洩やシステム障害への対策、ならびにそれらの高度化

を図る体制が整備されていること。 

④ コンピュータ設備およびオフィス設備に関して、適切な安全管理措置（情報漏洩対策、アク

セス制限等）が整備されていること。 

（2）提供サービスの安全管理 

① 適切な情報管理の下、安定的なサービスを提供するに十分なシステム開発・運用管理の体制

が整備されていること。 

② サービスの利用者ならびに利用者に関わる情報、当グループとの接続に関する情報を適切に

保護するセキュリティ機能が整備されていること。 

③ サービスの利用者による誤操作、誤解、誤認を防ぐ機能および説明が適切に整備されている

こと。 

④ 追跡調査やデータ棄損時の復旧を可能とする適切なバックアップ、履歴管理機能が整備され

ていること。 

（3）銀行との連携・協力体制 

① 情報セキュリティインシデント（他の接続銀行での発生を含む）の発生に備えて、当グルー

プと適切に連携、協力して利用者保護にあたる体制が整備されていること。 

② 当グループが必要とするセキュリティの整備に継続的に協力する体制が整備されているこ

と。 

 

 

3．その他 

① 本基準は、法令諸規則の改正やその他諸般の状況変化を踏まえた当グループの判断により、

当グループホームページへの掲載によって変更できるものとします。 

以 上 

 


